
（※１）平成18年4月2⽇〜平成21年4月1⽇生まれまでの児童
なお、施設に入所している児童は含めません

⼿続不要
現在受給中の⽅は⾼校生年代のお⼦様も
支給要件児童に登録されていますので、
お⼿続き不要です。

⼿続必要
資格登録のため、認定請求書等の提出
が必要です。

（※３）平成14年4月2⽇〜平成18年4月1⽇生まれまでの⼦
⼿続不要
第３⼦加算に影響しない
ため、⼿続き不要です。

⼿続必要
監護相当・生計費負担についての
確認書等の提出が必要です。

（※２）・公務員の方(職場から⼿当受給)は職場でお⼿続きの要否をご確認ください。
・単身赴任等、生計主の⽅が新居浜市外にお住まいの場合、生計主の⽅が

お住まいの市区町村の児童⼿当担当窓口へ⼿続きの要否をご確認ください。
・生計主の令和５年中の所得が所得上限限度額以上となり、令和６年５月で
受給資格が消滅した方は「いいえ」となり、⼿続きが必要です。
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０歳から⾼校生年代（※１）
までの児童を養育していますか

現在、新居浜市こども未来課から
児童⼿当・特例給付を受給して
いますか（※２）

⼤学生年代（※３）の⼦を
養育していますか

その⼦を含めて養育している⼦は
３人以上いますか

その⼦に対し経済的負担
（学費や生活費等）は
ありますか

⼿続不要
支給対象外です。

➡ホームページ内「⼿続きについて
(2)現在、新居浜市こども未来課か
ら児童⼿当を受給していない方」の
項目をご確認ください。

➡ホームページ内「⼿続きについて
(1)新居浜市こども未来課から児童
⼿当を受給している方」の項目をご
確認ください。

児童⼿当 制度改正⼿続き確認⽤フローチャート（R7.3.31まで）

施設退所後に市で
資格登録の⼿続き
をしていないなど、
現在の状況が気に
なる⽅はお問い合
わせください。

お問合せ先
新居浜市こども未来課
児童⼿当担当

(0897) 65-1242


